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一社会福祉 とは何か
、そ して援助場面 における問題 とは一

女子短期大学部 大 月 和 彦

は じめ に

このたびの文教大学公開講座(第16回)で 筆者は、『福祉 とボランティアを め ぐる

市民参加』一 ボランティア ・コーディネー ターの役割 と実 際一 と題 して講演をお こ

なった。当 日の講演内容 は論題の中心 となるボラ ンティア以外 に社会福祉の歴史 や

制度 としての社会福祉が内在 している問題等、社会福祉 の原論 にまで言及す る内容

となった。 また、本稿 は公開講座 の受講者 の目に触 れ ることもあると想定 し、公開

講座当日の講演内容を振 り返 りっっ思 いっ くままに社会福祉の問題を考えてみたい。

1.社 会福祉の本質を考える

ここでは制度としての社会福祉の本質を考えた。社会福祉が対象とす る問題 は、

おそらく人間が社会生活を営み始めた瞬間から横たわっていたのではないかと思わ

れるが、「社会」に福祉的問題を解決す る制度がどの様な背景のもとに発達 したのか

を考え、その制度は如何なる性格を有するものなのかという視点から社会福祉の本

質を検討 した。

(1)歴 史にみる社会福祉

1)慈 善事業としての福祉活動

日本では聖徳太子の創立(593)に よる四箇院や同時代の光明皇后による施薬院が

歴史上に認められる福祉活動の始まりとされる。これらの福祉活動は仏教思想を基

本とした慈善救済としての性格の活動である。その後の江戸時代にまで至る封建社

会においても福祉活動は仏教思想を中心とした篤志家(大 名や僧侶)に よる慈善救

済の性格は変わ らない。海外に目を向けると、キリス ト教圏に限定すればギル ドに

よる相互扶助や、教区単位における教会、修道院による慈善施与が中心であった。

日本 と外国とでは必ず しも時代的に対応比較 はできないが、いずれにしろ初期の福

祉活動は宗教的思想を基盤とした篤志家による慈善救済事業という性格が強 く、近

代的な意味での社会制度 としての社会福祉や福祉活動は存在しなかった。
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2)イ ギ リスにおける救貧法 と劣等処遇の原則

イギ リスで1760年 代か ら始 まった産業革命 は、 その後19世 紀初頭 にはほぼ成熟期

を迎えた。産業革命 によって都市部 に人 口が集中 し、大量生産大量消費 が生産活動

の性格 として定形化す るの と歩 を同 じくす るように資本主義体制が確立 す る。資本

主義体制で は必然 的に再生産過程か ら逸脱す る一群 の人 々が存在 した。彼 らは失業

者 や病人、障害者等 であ り、これ らの人 々を放置す ることは治安 の悪化等、安定 し

た資本主義社会の維持に不安を与える要因 となった。そこでエ リザベス救貧法(1601)

を代表 とす る救貧法(旧 救貧法一〇1dpoorlaw)は1834年 改正(改 正救貧法 一new

poorlaw)さ れることになる。改正救貧法では低賃金労働者 に対す る労働力陶冶 の

一環 と して貧民管理 の機能(例 えば失業者を施設 に収容 して の授産活動 など)を 有

す ると同時 に、無産状態 に追 い込まれた病人や障害者 を施設 に収容 した。再生産過

程 に再 び復帰す ることが見込 めない障害者や病人 は改正救貧法 の下 に施設 での処遇

を受 けたが、そ こでの処遇内容は最下層の 自立労働者 の生活 水準 より高 くす ること

を禁 じた劣等処遇の原則 によって規定 されていた。

こうしたいわゆる救貧法 は1948年 の国家扶助法(NationalAssistanceAct)の

制定 によって廃止 されるまで、イギ リスの貧困施策の制度 と して機能 し続 けた。救

貧法 は400年 近 い歴史のなかで時代 とともにその内容を変化 させて きたことは当然 で

あるが、それまで篤志家 による慈善救済活動 の域 をでなか った福祉活動 が制度 と し

て形作 られた最初の もの と考 えて良いだろ う。また、 そ うして制度 と して確立 した

救貧法 は明治維新を経て産業革命を迎えた我 が国の社会事業 に も大 きな影響 を与え

たといわれて いる。戦前 の救護法や今 日の生活保護制度 などをっぶ さに見 るとき救

貧法、 とりわ けその運営原則 であった劣等処遇の原則 の思想 はいまだ消えて いない

との思 いを禁 じ得ない。

(2)社 会福祉の固有 の視点

必ず しも単純 とはいいきれない歴史的背景をもっ社会福祉 とは、 ではいったい何

なのかとい うことにっいて、以下、岡村重夫が提唱す る理論(岡 村理論)を 概観す

ることによ って考えたい。

われわれ人間の社会生活を考えるとき、そ こにはさまざまな欲求 を意識的 あ るいは

無意識的に感 じ、それ らの欲求を充足 しなが ら社 会生活 を営ん でい る自分 自身 の存

在に思 い当たることであろ う。例えば病気 になれば病気 を治 したい とい う欲求 を充

足す るために病院へい くだろうし、専門的 な学習や資格 が必要 と思 えば学校 や講習

会 に出席す る。また、ふだんあまり意識 しない欲求 と して水道 の蛇 口をひねれば水
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がでるし、ガスの栓をひねれば火がっ く。 これ らは通常、水 やガスがでて欲 しいと

い う欲求 としてあまり意識の上にはのぼって こないか もしれ ないが、水道 の蛇 口を

ひね って水 がでなければ実際困 るのであり、意識的でない として もや はりわれわれ

の うちに水 やガスが必要 という欲求が内在 している ことを意味す る。そ して蛇 口や

栓をひねれば水 やガスがでるのではな く、水道局やガス局 が水 やガスをで るよ うに

しか るべ き処置を しているか らでるのであ る。

このよ うにわれわれが生活上、充足 されないと社会生活 が満足 に営 めな くな るよ

うな性質を もっ欲求を 「社会生活 の基本的要求」と呼ぶ。 岡村 によれば 「社会生 活

の基本的要求」 の内容は以下のよ うに要約 され る。それ らは(a)経 済的安定(b)職 業

的安定(c)家 族的安定(d)保 険 ・医療の保障(e)教 育 の保障(f)社 会参加 な い し社 会的

協同の機 会(g)文 化 ・娯楽の機会、以上7項 目である。この7っ の 「基本的要求」 を

われわれが充 足す るときは、7っ の 「基本的要求」 に対応す る社会制度 と個 人が

「社会関係」を結ぶ ことによって 「基本的要求」が充足 されると岡村 は説明す る。 ち

なみに7っ の 「社会生活の基本的要求」 に対応す る社会制度 は次の とお りである。

a経 済的安定一産業 ・経済、社会保障制度

b職 業的安定一職業安定制度、失業保険

c.医療の機会一医療 ・保健 ・衛生制度

d.家族 的安定一家庭、住宅制度

e.教育 の機会一学校教育、社会教育

f社 会的協同一司法、道徳、地域社会

g.文化 ・娯楽の機会一文化 ・娯楽制度

われわれは社会生活を営む ために7っ の 「基本的要求」 にそれぞれ対応 した社会

制度 と 「社会関係」を取 り結ぶわけであ るが、そうして成立 して いるわれわれ の社

会生活 と は岡村 自身の言葉を借 りれば 「7っ の基本的要求を充足させるための過程

にほかな らない」 ということである。

次 に 「社会関係」の構造 にっいてみてい くことにす る。 あ る個人が何 らかの 「基

本的要求」を充足 しようとすればその 「基本的要求」 に対応す る社会制度 と 「社会

関係」を取 り結ぶわけである。例えば"病 気を治 したい"と い う 「基本 的要求 」 を

充足 しよ うと思 った ら病院 という社会制度 と 「社会関係」 を取 り結ぶわ けだが、 こ

の 「社会関係」の構造は個人か ら発せ られ る 「基本的要求(病 気を治 して欲 しい)」
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とそれに対す る社会制度か らの要求の充足(病 気 の治療)と い う単純 な構造 で あろ

うか。少 しく考えれば 「社会関係」の構造がそんなに単純 でない ことに気付 く。っ

ま り 「基本 的要求」を突 きっけ られた この場合、病 院 は個人 に対 して何 らかの条件

を提示す ることになる。それ は保険証 の提示であ った り、受付時間や予約 の遵 守で

あ った りす る。個人 は病院か ら逆に突 きっ けられた条件(こ れを 「役割期待」 とい

う)を こな さな くて はな らない。そ うして個人は(「 役割実行」 して)初 めて治療を

受 けることができるのである。教育機関 もまた然 りである。入学 したい個人 は入学

試験を受 けそれに合格 しなければな らないし、規定の授業料 も納 めな くて はな らな

い。 また定期試験 にその都度落第 しないように配慮 しな くて はな らないだ ろ う。 こ

うした個人 と社会制度 との 「社会関係」を図式 したのが下記 の図1で ある。

個人が 「基本的要求」を充足す るためには社会制度 との 「社会関係」 において①

図1社 会関係の構造

個

人

①基 本 的 要 求

社

会

制

度

〉

②役 割 期 待

F

③役 割 実 効

〉

④基本的要求の充足

F

か ら④ まで の通路を通 らな くて はならない。 こうした 「社会関係」 を個人 は充足 し

ようと思 って いる 「基本的要求」の数だけそれぞれの社会制度 と 「社会関係」 を取

り結んでいるのであ り、それ はそのままわれわれの社会生活の有 り様である。

ところで個人が複数の社会制度 と 「社会関係」を取 り結 ぶ とき、時 と して不都合

が生 じることがある。例えば、今週の金曜 日に大学で は試験 が実施(役 割期待)さ

れ るとす る。大学 と 「社会関係」を結んでいる個 人 は当然大学 で勉強 し続 けよ うと

思 うのな ら金曜 日に実施 される試験を受 けなくてはな らない(役 割実効)。 しか し同

じ日の金曜 日に病院の予約が入 らざる得ない状況 とい うの は容易 に想定 され うる事

態である。通常 われわれ は個人の裁量 の範囲で調整 して いる ものだが、個人 では対

応で きない ほどの状況に陥る可能性 は否定できない。っ ま り 「7っ の基本的要求 を
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充足す る過程 の困難」 という状況が生 じることになる。 この状況を岡村 は 「社会関

係 の不調和」 と し、 さらに段階に応 じて 「社会関係の欠損」、「社会制度 の欠陥」 と

説 明す る。

ここで岡村 は社会福祉の固有 の視点 または対 象を上記 の 「社会関係 の不調和」、

「社会関係の欠損」、「社会制度の欠陥」であるとし、個人と社会制度 との 「社会関係」

において正常 な状態が損なわれた際、社会福祉 は個人 と社 会制度 との調整機能 を果

たす と結論づけている。

2.社 会福祉実践場面 にお けるボラ ンティア

ここか らは社会福祉 におけるボランテ ィアの意義 について考え たい。特 に社会福

祉 の援助活動 のなかで も在宅介護場面 にお ける事例を中心 に考察す る。

(1>在 宅介護場面 における事例

ここでは医療依存度の高 い高齢者の在宅介護における事例を紹介す る。

利用者 は77歳 の女性で独居、心臓 にペースメーカーの埋 め込み手術を受 けてい る。

そのほかに、 うっ血性心不全、高血圧症、高尿酸血症 、変形性脊髄症等 の疾病 を重

複 して患 っている。

家族 は養子夫婦 が近所 に居住 してお り、養子の妻 が土曜 日、 日曜 日に弁 当を届 け

に くるが、以前か らの家族関係の影響 や、長期化 した介護 負担 の影響 で介護意識 は

低下 している。

以前 より診察 を受 けていた病院の医療 ソーシャルワーカーにより、ホームヘルパー

の派遣 申請がだされ、週5回 のホームヘルパ ー派遣サー ビスが開始 され る。利用者

への援助体制 はホームヘルパ ー派遣の ほか に、週2回 の訪問看護、週1回 の保健婦

派遣、民生委員 の随時訪問、近隣ボラ ンティアの随時訪 問、週1回 の通院 とい う体

制 がとられる。

医師か らは、利用者のADLや 健康状態か ら施設入所を勧 められ るが、利用者 の意

志 はあ くまで も在宅生活へのこだわ りをみせ る。利用者本人 の意志を尊重 し、在宅

生活を可能 な ものとす るために、 ホームヘルパ ーが主治医、医療 ケースワーカー、

訪 問看護婦、保健婦 との5者 によるカ ンファレンスを設定 し、福祉 サイ ドで可能 な

援助内容 を医療 サイ ドに伝え、各専門職間の役割を明確化す る。

また、家族の介護意識を高めるために、養子の妻 にカ ンファ レンスに出席 して も

らい、在宅生活での医療 リスクを説明す ると同時に援助 内容 を理解 して もらう。 こ

のよ うに在宅生活を可能 にす るための援助体制が確立 され、利 用者 の希望 であ った
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在宅生活 の継続が実現 される。

(2)事 例 の検討

ここか らは上記の事例を検討す る。まず利用者 は在宅生活を望 んでい るが、本事

例 のような独居の高齢者 が在宅生活を維持 して い くに はさまざまな困難 や障害があ

る。当事者 のADL状 態に もよるが、健常者 であれば何の支障 もない日常 の ことが障

害を もっ高齢者 にはさまざまな障害 となる。利用者の身体的 な問題(医 療、介護)

につ いて は医療の専門職やホームヘルパーが対応 して い くが、直接的 な身体的問題

をはなれた生活困難等の問題 は欧米ではソーシャル ワークの対象 とされ、 ソーシ ャ

ル ワーカーが社会資源等 をマネジメ ントやコーディネー トして利用者の ニーズを実

現 して い く。 しか し本事例で はいわゆ るソーシャルワーカーが登場す ることはない。

利用者のニーズの実現のために、医師や保健婦等 の社会資源 を コーデ ィネー トして

いるの はホームヘルパ ーである。っ まりここでソーシャル ワーク的機能を果 た した

の はホームヘルパ ーと考えることがで きる。 しか しなが らホームヘルパ ー は本来 、

介護(ケ アワーク)の 専門職であり、偶然 このホームヘルパ ーの能力が高か ったか

ら他領域 の援助機能を発揮す ることがで きたのであ り、介護 中心 の能力 しか有 さな

いホームヘルパーであった ら今回の事例のようにはいかなか った と思われる。

この事例 の提供者 は、本事例 に登場す るホームヘルパ ーで あるが、本来の介護業

務以外 にソー シャルワークを実践す ることにっ いて はや り甲斐を感 じるとと もに、

さまざまな困難がっ きまとったとのお話を伺 った。

まず ホームヘルパーの能力が高かったとはいえ、必 ず しもソー シャル ワー クの専

門的 な教育 を受 けているわけではないので、適切 な援助 が展 開で きて いたのか とい

うことにっいて常 に不安があったこと、またホームヘルパ ー も所属 して い る機関 が

あり、今回のホームヘルパ ーの行動 は職域 を超え る もの とな ってお り所属機関 の理

解や調整 に困難が生 じたということである。そ して一番問題 なのが、在宅介護 とい

う場面 において は介護の問題だけではな くソー シャルワーク的問題 が横 たわ ってい

るに も関わ らず、それを対象 とす るソーシャルワーカーの存在 が不透明 であ るとい

うことで ある。本事例 では近隣のボ ランティアの好意的 な援助 がみ られ たが、 その

ボランティア行為はホームヘルパーの指示 をこなす単発的 な もので あ り、利用者 を

取 り巻 く生活環境を中心 とした全体的な視点で援助 を考 えた り捉 え るボ ランテ ィア

の存在で はなか った。 これ らの問題 について介護 の専 門職 は介護 に専念す べ きであ

り、 またボランテ ィアはあ くまで本人の篤志による任意 的行為 で充分 との意見 を も

っ人 々 もいるか もしれない。 しか しなが ら本事例 のよ うな在宅介護 という場面 にお
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いては介護の問題 とソー シャルワークの問題 を切 り離 して捉え ることは援助 の効果

という観点か らも好 ま しくないのではないか と思われ る。 ただ、我 が国において は

ソー シャルワークの問題 はなかなか浮 き彫 りにされ に くく、同時に ソー シャル ワー

カーの存在 も不透明な状況である。こうした状況 に鑑 み るとき、 ホー ムヘルパ ーが

ソー シャルワーク機能を有す ることがむ しろ期待 され る し、 ボラ ンテ ィアにっ いて

も他のボ ランティアを コーディネー トす るボ ランテ ィア ・コーディネー ターの存在

が望 まれ る。そ して ソーシャルワークが発展途上 にある我 が国の状況 において は特

に社会福祉分野 において、 ソーシャル ワーク能力 を も有す る専 門的 なボ ランテ ィア

の存在が今後 より重要 となると思 われ る。

むすびにかえて

以上、公開講座 の内容を振 り返 りなが ら当日は充分話 がで きなか った問題な どを

念頭にお きつつ筆を進 めてきたが、「市民社会 とボランティア」 という枠組みの なか

で感 じるの は、ボ ランティアに もさまざまあるだろうが、 こと社会福祉の分野 に限

定 して考え るとき、篤志によるささやかで簡単 な誰 にで も実践 できるボ ランテ ィア

とともに、少 しばか り専門的で社会福祉の負の側面 も意識 しつっ活 動を展 開で きる

ボランティアの存在が もっと必要 なので はないか と思 うのであ る。社 会福祉 の援助

場面 では一人の利用者 に複雑 に問題が重な り合 っている ことが通常 であ る。 その重

な り合 った問題 の一っ一っ にそれぞれ専門職がいて、 いっ しか利用者 は一個 の人格

ある存在か ら問題を束ねた存在に転化 されて しまう。 また、専門職 は自分 の依 って

立つ専門領域 にしば られ知 らず知 らず利用者 との距離が遠 ざか って しま う。 そんな

とき組織 や領域 にとらわれないボ ランティアの存在が利用者 と専 門職 とのあいだで

両者を取 り持っ役割 がで きるのではないかと考えることもある。

いずれ にしろ、社会福祉 という領域 はその問題 こそたいへん な昔 か ら存在 して い

るとはいえ、今 日のように生活主体者である個人 に目をむ けた社会福祉 その もの は

まだまだ発展の途上 にあ るといわねばならない。
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